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調査の目的
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調査対象

フランス パリ（鉄道、地下鉄、トラム、バス）、モンペリエ（トラム、バス）

ドイツ ベルリン（鉄道、地下鉄、トラム、バス）、ボーフム（鉄道、地下鉄、トラム、バス）

イギリス ロンドン（鉄道、地下鉄、バス）、ノッティンガム（トラム、バス）

▶日本では地方部を中心に、多くの交通事業者が、採算性の低下とともに運営規模の縮小や
事業撤退を余儀なくされている。

▶サービスの質的向上を継続させ、顧客満足度の向上や利用者の増加、ひいては公共交通の
採算性を向上させることにもつながるのではないか。

▶サービスの質的向上を図るには、客観的な指標に基づき交通サービスを評価する仕組みを
構築する必要があるのではないか。

▶一方、欧州各都市においては、ＥＵのガイドラインを踏まえ、委託契約に設けた基準に
より受託事業者の交通サービスを評価し、改善を促す仕組みが構築されている。

そこで、サービス水準の評価項目・指標及び評価手法について、欧州諸国の事例を調査した。
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EUガイドライン（EN13816）

▶評価項目の設定
８つのカテゴリーに分類
・利用可能性 ・顧客対応
・アクセシビリティ・快適性
・情報提供 ・安全性
・時間 ・環境

▶事業者側の視点と利用者側の視点の両方を
取り入れることの重要性が指摘されている。

評価項目・指標例

▶利用者アンケートなどを元に都市ごと異なる評価指標を設定

出典：EN13816を元に国土交通政策研究所にて作成
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評価指標の測定

評価結果の活用

▶サービス評価結果に連動させて、事業者に対
する補助金額を増減させる「ボーナス・ペナル
ティ」のシステムが広く採用されている。

▶結果の開示は、評価の透明性を高め、より公
正・適切に評価を実施するために必要。事業者の
自主的な取り組み改善を促す効果も期待できる。

システムから得られ
る車両走行状況等の
データを用い、測定
する。

第三者の専門調査員
による測定・検証。
提出されたデータの
チェックとして実施
される場合もある。

利用者が期待するサー
ビスが提供されている
か、アンケートやヒア
リングを通じて測定す
る。

一部の利用者がボラ
ンティア的にサービ
スレベルをチェック
し報告する。

運行実績に基づく評価 覆面調査 顧客満足度調査 モニター調査

ボーナス・ペナルティシステム

結果の情報公開
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